
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
と
は

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
と
は

女
性
支
援
法
で
は
、
女
性
が「
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
を
営
む
に
当
た
り
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ

り
様
々
な
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
」

（
第
1
条
）
と
い
う
認
識
の
下
、
困
難
な
問
題
を
抱

え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定

人権尊重・男女平等に基づいた女性支援へ人権尊重・男女平等に基づいた女性支援へ人権尊重・男女平等に基づいた女性支援へ

め
る
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
女
性
は
女
性
で

あ
る
と
い
う
属
性
に
よ
っ
て
困
難
な
問
題
（
性
暴
力

や
性
虐
待
、
性
的
搾
取
等
の
性
的
な
被
害
、
予
期

せ
ぬ
妊
娠
等
の
女
性
特
有
の
問
題
や
、
不
安
的
な

就
労
状
況
や
経
済
的
困
窮
、
孤
立
等
の
社
会
経
済

的
困
難
等
）に
直
面
し
や
す
い
こ
と
が
、
女
性
支
援

を
必
要
と
す
る
前
提
と
し
て
あ
り
ま
す
。

実
際
に
、
支
援
現
場
か
ら
見
え
る
女
性
の
困
難

は
、
性
虐
待
・
性
被
害
、
性
的
搾
取
、
夫
・
子
・
親
・

親
族・交
際
相
手
等
か
ら
の
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
被

害
、
家
族
関
係
の
破
綻
、
居
所
な
し
、
予
期
せ
ぬ

妊
娠
、
経
済
的
困
窮
、
社
会
的
孤
立
等
、
多
様
で

複
合
的
で
す
。
近
年
で
は
若
年
女
性
の
性
被
害
や

居
場
所
の
無
さ
が
顕
著
と
な
り
ま
し
た
。
家
庭
や

学
校
に
居
場
所
が
な
く
、
生
活
基
盤
の
脆
弱
な
若

年
女
性
は
、
性
的
搾
取
や
性
被
害
に
巻
き
込
ま
れ

や
す
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
い
て
、
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
等
の
影
響
に
よ
る
D
V

相
談
等
の
増
加
や
深
刻
化
、
女
性
失
業
者
の
増
加

や
非
正
規
雇
用
が
多
い
女
性
労
働
者
の
経
済
的
困

窮
等
が
顕
在
化
し
、
支
援
を
必
要
と
す
る
女
性
が

増
加
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
女
性
の
困
難
の
背
景
に
は
、
女
性
に

対
す
る
暴
力
の
軽
視
・
容
認
、
性
被
害
に
対
し
て
自

己
責
任
を
厳
し
く
追
及
す
る
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン

ダ
ー
規
範
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
社
会
構
造

の
存
在
等
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
日
本
社
会
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
格
差
が
大
き
く
、例
え
ば
世
界
経
済
フ
ォ
ー

ラ
ム
が
公
表
し
て
い
る
2
0
2
3
年
の
男
女
平
等

ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
調
査
対
象
国
1
4
6
カ
国
中
、

日
本
の
順
位
は
1
2
5
位
と
下
位
に
な
っ
て
い
ま

す
。
世
界
的
に
見
て
も
日
本
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差

が
非
常
に
大
き
く
、
男
女
の
経
済
格
差
に
顕
著
に

表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
が
生
き
づ
ら
い
社
会

と
い
え
ま
す
。

こ
う
し
た
多
様
な
困
難
を
抱
え
る
女
性
を
支
援

対
象
と
す
る
た
め
に
、
女
性
支
援
法
で
は「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
」
を
、「
性
的
な
被
害
、
家
庭

の
状
況
、
地
域
社
会
と
の
関
係
性
そ
の
他
の
様
々

な
事
情
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑

に
営
む
上
で
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性（
そ
の
お

そ
れ
の
あ
る
女
性
を
含
む
。）」（
第
2
条
）
と
定
義

し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
女
性
の
生
活
困
難
を
包

括
的
に
捉
え
、
上
記
の
よ
う
な
法
が
定
義
す
る
状

況
に
当
て
は
ま
る
女
性
で
あ
れ
ば
、
年
齢
、
障
害

の
有
無
、
国
籍
等
を
問
わ
ず
支
援
対
象
と
し
て
い

ま
す
。
支
援
対
象
を
幅
広
く
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
困
難
を
抱
え
る
女
性
が
支
援
制
度
の
狭
間
に

陥
る
こ
と
を
防
ぎ
、
支
援
が
必
要
な
人
を
取
り
こ

ぼ
さ
な
い
社
会
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
女
性
支
援

こ
れ
ま
で
の
女
性
支
援

 

―
婦
人
保
護
事
業

―
婦
人
保
護
事
業

こ
れ
ま
で
社
会
福
祉
領
域
で
女
性
支
援
を
担
っ

て
き
た
の
は
、
1
9
5
6
年
に
成
立
し
た
売
春
防

止
法
第
4
章
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た「
婦
人
保
護

事
業
」で
す
。
売
春
防
止
法
は
終
戦
後
の
売
春
対
策

の
一
環
と
し
て
制
定
さ
れ
、
集
娼
地
区
に
お
け
る

売
春
女
性
の
「
保
護
更
生
」
を
目
的
と
し
て
婦
人
保

護
事
業
は
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
支
援
対

象
女
性
た
ち
の
抱
え
る
困
難
や
ニ
ー
ズ
が
多
様
化

し
、
様
々
な
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
に
も
関
わ
ら

ず
婦
人
保
護
事
業
の
目
的
で
あ
る
「
保
護
更
生
」
に

基
づ
く
制
度
は
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
不
十
分
な
施
策
・
人
員
体
制
等
制
度
的
限
界
が

生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
売
春
防

止
法
に
は
、
人
権
擁
護
や
自
立
支
援
、
女
性
の
意

思
の
尊
重
と
い
っ
た
理
念
が
な
く
、
不
十
分
な
体

制
の
下
で
福
祉
的
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
婦
人
保
護
事
業
の
現
場
の
疲
弊
は
大
き
な
も
の

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
支
援
現
場
か
ら

は
、
売
春
防
止
法
体
制
か
ら
脱
却
し
、
女
性
た
ち

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
新
た
な
女
性
支
援
の
枠
組
を

構
築
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
支
援
現
場
や
民
間
団
体
に
よ

る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
が
政
治
を
動
か
し
、

議
員
立
法
と
し
て
女
性
支
援
法
は
成
立
し
ま
し
た
。

ま
さ
に
支
援
現
場
に
求
め
ら
れ
て
い
た
法
律
と
い

え
ま
す
。

女
性
支
援
法
の
目
的
・
基
本
理
念

女
性
支
援
法
の
目
的
・
基
本
理
念

女
性
支
援
法
第
1
条
で
は
女
性
支
援
法
の
目
的

を
、「
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
及
び
女
性
が
安
心
し
て
、

か
つ
、
自
立
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
」
と
謳
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
法
第

こ
の
4
月
か
ら
、「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
女
性
支
援

法
）
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
同
法
は
2
0
2
2
年
5
月
に
成
立
し
た
、
初
め

て
の
女
性
福
祉
に
関
わ
る
法
律
で
す
。
な
ぜ
、
こ
う
し
た
法
律
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

必
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
支
援
な
の
で
し
ょ
う
か
。

専門は社会福祉学、女性福祉。著書に『婦人保護事業から女
性支援法へ―困難に直面する女性を支える』（信山社新書、
2020年、共著）、『危機をのりこえる女たち―DV法10年、支
援の新地平へ』（信山社、2013年、共著）など多数。厚生労
働省「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検
討会」座長も務める。

城西国際大学　福祉総合学部
福祉総合学科　教授
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3
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
基
本
理
念
は
、
①
支
援

対
象
と
な
る
女
性
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
抱
え
て

い
る
問
題
及
び
そ
の
背
景
、
心
身
の
状
況
等
に
応

じ
た
最
適
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
福
祉
の
増
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

発
見
、
相
談
、
心
身
の
健
康
回
復
の
た
め
の
援
助
、

自
立
援
助
等
の
多
様
な
支
援
を
包
括
的
に
提
供
す

る
体
制
の
整
備
、
②
女
性
へ
の
支
援
が
関
係
機
関

及
び
民
間
団
体
の
協
働
に
よ
り
、
早
期
か
ら
切
れ

目
な
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
③
人
権

の
擁
護
を
図
る
と
と
も
に
、
男
女
平
等
の
実
現
に

資
す
る
こ
と
旨
と
す
る
、と
し
て
い
ま
す
。
同
法
は
、

「
女
性
の
福
祉
」「
人
権
の
尊
重
」「
男
女
平
等
」
と

い
っ
た
視
点
を
明
確
に
規
定
す
る
画
期
的
な
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
売
春
防
止
法
体
制
に
基
づ

く
婦
人
保
護
事
業
か
ら
、
大
き
く
転
換
す
る
も
の

と
な
り
ま
し
た
。

今
後
の
女
性
支
援
へ
の
期
待

今
後
の
女
性
支
援
へ
の
期
待

女
性
支
援
法
で
は
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
女
性

支
援
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
責
務
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
4
条
）。
特
に
、
市
町
村
の

責
務
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
新
し
い
こ
と
で
す
。

住
民
に
最
も
身
近
で
、
多
く
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

主
体
と
な
っ
て
い
る
市
町
村
が
女
性
支
援
の
役
割

を
担
う
の
は
極
め
て
重
要
で
す
。
同
法
に
お
い
て

設
置
が
努
力
義
務
に
留
ま
っ
た
市
町
村
の
女
性
相

談
支
援
員
（
旧
婦
人
相
談
員
）
は
、
早
期
か
ら
の
切

れ
目
の
な
い
支
援
提
供
や
支
援
調
整
会
議
の
中
心

と
し
て
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
市
町
村
へ
の

配
置
の
促
進
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
女
性
が
抱
え
る
困
難
は
多
様
で
複
合
的

な
た
め
、
関
連
施
策
の
活
用
や
、
福
祉
事
務
所
、

児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
医
療
機
関
等
、

他
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
に
よ
る
支
援
が
肝
要
と

な
り
ま
す
。
女
性
支
援
法
で
は
、
特
に
民
間
団
体

と
の
「
協
働
」
に
よ
る
支
援
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

公
的
支
援
に
つ
な
が
り
に
く
い
若
年
女
性
へ
の
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
や
S
N
S
相
談
等
、
民
間
団
体
の
特

徴
あ
る
活
動
は
、
今
や
女
性
支
援
に
欠
か
せ
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
民
間
団
体
の
自
主
性
を

尊
重
し
、
公
民
の
対
等
な
関
係
の
構
築
の
下
、
協

働
に
よ
る
支
援
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
女
性
支
援
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と

は
、
女
性
支
援
法
の
基
本
理
念
を
具
現
化
す
る
た

め
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
責
任
を
も
っ
て
女

性
支
援
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
従
来
の
保

護
更
生
的
な
シ
ス
テ
ム
や
見
方
を
見
直
し
、
当
事

者
中
心
の
支
援
へ
転
換
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
国
民
ひ
と
り
一
人
が
、
女
性
支
援

の
必
要
性
と
そ
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
何
よ

り
大
切
で
す
。
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